
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高粘度の液体を表面に付着された粒体を柔軟性を有する材料からなる封入体内に封入し
てな
　

　
クッション体。

【請求項２】
　高粘度の液体を表面に付着された粒体を柔軟性を有する材料からなる封入体内に封入し
てな
　

　
クッション体。

【請求項３】
　高粘度の液体を表面に付着された粒体を柔軟性を有する材料からなる封入体内に封入し
てな
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り、
前記粒体間は前記液体によって完全には満たされておらず、前記粒体間に空間が形成さ

れており、
前記高粘度の液体は水溶性ポリマーを溶解した水であって、前記高粘度の液体の粘度は

１００～１００，０００ｃＳｔである

り、
前記粒体間は前記液体によって完全には満たされておらず、前記粒体間に空間が形成さ

れており、
前記高粘度の液体は増粘剤で増粘した水であって、前記高粘度の液体の粘度は１００～

１００，０００ｃＳｔである

り、
前記粒体間は前記液体によって完全には満たされておらず、前記粒体間に空間が形成さ

れており、



　
クッション体。

【請求項４】
　前記粒体の見掛け比重は１以下である請求項１ 記載のクッション体
。
【請求項５】
　前記粒体の粒径は０．１～１０ｍｍである請求項１ 記載のクッショ
ン体。
【請求項６】
　前記粒体は多孔質材料からなる請求項１ 記載のクッション体。
【請求項７】
　前記粒体は中空状である請求項１ 記載のクッション体。
【請求項８】
　前記柔軟性を有する材料は弾力性があるシート状材である請求項１
記載のクッション体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、クッション材、緩衝材、シール材、防音材、断熱材等として使用するに好適な
クッション体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のクッション体は、次の３つのタイプのものに大別されていた。
【０００３】
（ａ）ウレタンフォーム等の発泡体や綿等の内部に空隙を多数保有する材料や、ゴム等の
ゴム弾性を有する材料や、バネ等を用いてなり、空気や液体は用いない非流体タイプのも
の、
（ｂ）空気枕、エアマットのように空気を封入した空気封入タイプのもの、
（ｃ）ウォーターベッドや水枕等のように液体を封入した液体封入タイプのもの。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
前記従来の（ａ）の非流体タイプのクッション体は、人体等に押圧された際、その押圧さ
れた部分のみが局部的に圧力が高くなる特性を有している。したがって、例えば、ベッド
、マットレス、枕、クッション等のように人体に対してクッション機能を果たす目的で用
いられる場合には、前記局部的な圧力の上昇が人体に対して心地良くないという問題があ
つた。そして、ベッドやマットレスに用いた場合には、寝たきりの人には床ずれを生じさ
せていた。また、人体等に押圧された際、その押圧された部分のみが局部的に荷重を負担
することになるので、部分的にヘタリ易いという問題もあった。また、シール材に用いた
場合には、被シール材に均一に接触せず、クッション体と被シール材とが接触していない
部分および接触していてもその接触圧が低い部分から洩れを生じる虞があった。
【０００５】
前記従来の（ｂ）の空気封入タイプのクッション体は、空気の弾性率が高いため、ベッド
、マットレス、枕、クッション等のように人体に対してクッション機能を果たす目的で用
いられるクッション体に用いた場合は、使用感が良くなかった。また、シール材に用いた
場合には、被シール材とのなじみが悪く、シール性能が悪かった。
【０００６】
前記従来の（ｃ）の液体封入タイプのクッション体は、人体等に押圧された際、その押圧
された部分のみならず、全体に均一に圧力が高くなり、押圧された部分の近傍がクッショ
ン体側から人体等の押圧物に接触し、人体等の押圧物がクッション体全体で支持される。
このため、ベッド、マットレス、枕、クッション等のように人体に対してクッション機能
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前記高粘度の液体は高粘性油であって、前記高粘度の液体の粘度は１００～１００，０
００ｃＳｔである

乃至３のいずれかに

乃至４のいずれかに

乃至５のいずれかに

乃至６のいずれかに

乃至７のいずれかに



を果たす目的で用いられるクッション体に用いた場合には、人体は心地良く支持され、ベ
ッドやマットレスや布団に用いた場合には、寝たきりの人でも床ずれが生じにくくなる。
【０００７】
しかしながら、前記従来の液体封入タイプのクッション体は、次のような欠点があった。
（イ）重量が重くなる。例えば、ウォーターベッドの場合、床の耐荷重が十分でない木造
住宅では使用できないほど非常に重くなってしまう。
（ロ）液体の粘度が低いため、内部で水が大きく流動して揺れるので、ベッド、マットレ
ス、枕、クッション等のように人体に対してクッション機能を果たす目的で用いられるク
ッション体に用いた場合は、人体に不快感を与える。特に、ウォーターベッドの場合は、
この液体の揺れにより船酔い現象を生じさせることがある。
（ハ）冷たく感じる。
（ニ）形状を保持させるため、液体を封入する封入体の内部に補強壁、補強リブ等を多数
設ける等の対策を施さなければならず、製造コストが高くなる。
なお、液体の代わりにゲル物質を内包させてクッション体を構成することも考えられるが
、その場合も、次のような欠点が生じる。
（ホ）やはり重量が重くなる。
（ヘ）（ａ）の非流体タイプのものと同様に、人体等に押圧された際、その押圧された部
分のみが局部的に圧力が高くなるので、（ａ）の非流体タイプのものと同様の欠点が生じ
る。
（ト）冷たく感じる。
【０００８】
本発明は、以上のような事情に鑑みてなされたもので、本発明の一つの目的は、空気封入
タイプのように弾性率が高すぎることのないクッション体を提供することにある。
【０００９】
本発明の他の目的は、人体等に押圧された際、その押圧された部分のみならず、全体に均
一に圧力が高くなるクッション体を提供することにある。
【００１０】
本発明の他の目的は、重量の軽いクッション体を提供することにある。
【００１１】
本発明の他の目的は、内容物の流動が人体に不快感を与えることのないクッション体を提
供することにある。
【００１２】
本発明の他の目的は、冷たく感じることのないクッション体を提供することにある。
【００１３】
本発明の他の目的は、ヘタリ難いクッション体を提供することにある。
【００１４】
本発明の他の目的は、防音作用および断熱作用をも果たすクッション体を提供することに
ある。
【００１５】
本発明の他の目的は、内容物を封入する封入体の内部に補強壁、補強リブ等を設けなくて
も、形状保持でき、製造コストを安価にすることができるクッション体を提供することに
ある。
【００１６】
本発明のさらに他の目的は以下の説明から明らかになろう。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
　本発明によるクッション体は、高粘度の液体を表面に付着された粒体を柔軟性を有する
材料からなる封入体内に封入してな
　

10

20

30

40

50

(3) JP 3848675 B2 2006.11.22

り、
前記粒体間は前記液体によって完全には満たされておらず、前記粒体間に空間が形成さ

れており、



　
ものであ

る。
【００１８】
このクッション体においては、高粘度の液体を表面に付着された粒体が封入体内に封入さ
れているので、従来の空気封入タイプのクッション体のように弾性率が高くなり過ぎるこ
とがない。
【００１９】
また、高粘度の液体を表面に付着されていることによって、粒体がより高粘度の流動体に
類似した挙動を示し、従来の液体封入タイプのクッション体と同様に、人体等に押圧され
た際、その押圧された部分のみならず、全体に均一に圧力が高くなり、押圧された部分の
近傍がクッション体側から人体等の押圧物に接触し、人体等の押圧物がクッション体全体
で支持される。したがって、ベッド、マットレス、布団、座布団、枕、クッション等のよ
うに人体に対してクッション機能を果たす目的で用いられるクッション体に用いた場合は
、人体がクッション体全体で支持されて、心地良く支持される。そして、ベッドやマット
レスや布団に用いた場合には、寝たきりの人でも床ずれが生じにくくなる。
【００２０】
また、前述のように、押圧された際、その押圧された部分のみならず、全体に均一に圧力
が高くなるので、シール材として用いた場合には、押圧されなかった部分の近傍もクッシ
ョン体の側から被シール材に接触するようになるため、被シール材に対して局部的に接触
せず、クッション体が均一な圧力で全体的に接触するようになり、優れたシール性能を得
ることができる。したがって、例えば、自動車のドアシール材、建物のシール材等にも好
適である。
【００２１】
また、粒体間に空間が形成されるので、（見かけの全体の体積×粒体の見掛け比重）より
全体の重量が軽くなる。したがって、例えば見掛け比重１の粒体を使用しても、同体積の
水を封入したクッション体より全体の重量が軽くなる。そして、粒体として見掛け比重が
小さいものを用いれば、より一層全体の重量を軽くすることができる。
【００２２】
また、高粘度の液体を表面に付着された粒体は、水等の低粘度の液体のように大きく流動
して揺れることがない。したがって、ベッド、マットレス、布団、座布団、枕、クッショ
ン等のように人体に対してクッション機能を果たす目的で用いられるクッション体に用い
ても、人体に不快感を与えることがなく、特にウォーターベッドに用いた場合は従来問題
となっていた液体（水）の揺れによる船酔い現象を防止することができる。
【００２３】
また、粒体間に空間が形成されるので、断熱性が高く、冷たく感じることがない。そして
、粒体として多孔質材料からなる粒体や中空状の粒体のように内部に空気を多く含む粒体
を使用すれば、より断熱性が高くなり、一層冷たく感じることがなくなる。
【００２４】
また、押圧された際、その押圧された部分のみならず、全体に均一に圧力が高くなり、荷
重を全体で支持するので、ヘタリ難い。
【００２５】
また、高粘度の液体を表面に付着された粒体は形状保持性が高いため、封入体の内部に補
強壁、補強リブ等を多数設ける等の必要がなく、製造コストを安価にすることができる（
ただし、本発明においても、封入体の内部に補強壁、補強リブ等を設けてもよい）。
【００２６】
また、本発明のクッション体は、粒体間に空間が形成されるので、防音作用および断熱作
用を果たすため、ベッド、マットレス、枕、クッション等のクッション材や、シール材と
してのみならず、防音材、断熱材等としても使用できる。そして、粒体として内部に空気
を多く含む粒体を使用すれば、防音作用および断熱作用がより大きくなる。
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前記高粘度の液体は、水溶性ポリマーを溶解した水、増粘剤で増粘した水、または高粘
性油であって、前記高粘度の液体の粘度は１００～１００，０００ｃＳｔである



【００２７】
なお、本発明においては、粒体が完全に液体に浸漬された状態となり、粒体間に液体が完
全に満たされてはならないことが注意されなければならない。粒体間に液体が完全に満た
されてしまったのでは、粒体間に空間が無くなってしまい、諸特性が液体のみの場合に近
くなり、前述のような様々な優れた特性を得ることができない。
【００２８】
　本発明における前記高粘度の液体の粘度は、１００～１００，０００ｃＳｔ 。
前記高粘度の液体としては、例えば、ＰＶＡ（ポリビニルアルコール），ＰＥＧ（ポリエ
チレングリコール）等の水溶性ポリマーを溶解した水、メトローズ、スメクタイト等の増
粘剤で増粘した水、あるいはポリブテン、α－オレフィンオリゴマー、シリコーンオイル
その他の高粘性油等が使用できる。
【００２９】
前記粒体の見掛け比重は、全体の重量を軽くすることができるという点で、１以下が好ま
しく、０．０１～０．１が特に好ましい。
【００３０】
前記粒体としては、例えばポリスチレン等の各種プラスチックの発泡ビーズ等の多孔質材
料や、プラスチックのマイクロバルーン、シラスバルーン等の中空の粒体が、見掛け比重
を小さくできるとともに断熱性および防音性をより高くできるという点で好ましいが、中
実の粒体も使用可能である。また、異なる種類の粒体を適当な比で混合して使用してもよ
い。前記粒体の外形は球状ないしはそれに近い形状のものが好ましいが、非球状であって
もよい。
【００３１】
前記粒体の粒径は、０．１～１０ｍｍが好ましく、１～５ｍｍが特に好ましい。小さすぎ
る場合は、液体のみが封入されている場合に近い特性を示すようになる。他方、粒体が大
きすぎる場合はゴツゴツするようになる。
【００３２】
前記封入体を構成する柔軟性を有する材料としては、例えばゴム、各種熱可塑性エラスト
マー、軟質ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）等の弾力性があるフィルムないしはシート等のシー
ト状材が好ましい。このようなシート状材は、粒体の形状変化に追従して伸張できるとと
もに、徐荷されたときに収縮してクッション体全体の形状を元の形状に復帰する形状復元
機能を果たす。特に、封入体内に粒体を一杯に詰め込んだり、熱収縮性のシート状材から
なる封入体内に粒体を封入した後、封入体を加熱して収縮させる等により、外力が作用し
ていない状態でも封入体に張力が作用している状態にしておけば、前記形状復元機能をよ
り一層高めることができる。
【００３３】
また、高粘度の液体として水を含む液体を使用する場合は、水が外部に蒸散しないように
するため、前記封入体を構成する材料として透湿性の小さい材料を使用することが好まし
い。前記ゴム、各種熱可塑性エラストマー、軟質ＰＶＣ等のシート状材は、透湿性が小さ
く、この面においても好ましい。
【００３４】
【実施例】
以下、本発明を実施例に基づいて説明する。
【００３５】
図１は本発明によるクッション体の一実施例を模式的に示す断面図、図２はこの実施例に
おける粒体１を模式的に示す拡大断面図である。
【００３６】
　この実施例においては、高粘度の液体 としてＰＶＡを溶解した水（以下、ＰＶＡ溶液
という）を用いた。このＰＶＡ溶液は、ＰＶＡと水とを、ＰＶＡ：水＝１：９の比（重量
比）で混合し、攪拌しながら沸騰させて完全に溶解させることにより得たもので、のり状
の液体である。なお、本実施例では、ＰＶＡとして商品名ゴーセノールＮＨ－２６Ｒ、日
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とされる

３



本合成化学工業株式会社製を用いた。
【００３７】
粒体１としては粒径３～４ｍｍの発泡スチロール（発泡ポリスチレン）ビーズ（見掛け比
重０．０６）を用い、この発泡スチロールビーズと前記ＰＶＡ溶液とを、発泡スチロール
ビーズ：ＰＶＡ溶液＝１：２の比（重量比）でよく混合することにより、高粘度の液体（
ＰＶＡ溶液）３を表面に付着された粒体（発泡スチロールビーズ）１を得た。
【００３８】
封入体２は、ゴム、各種熱可塑性エラストマー、軟質ＰＶＣ等の弾力性があり透湿性の小
さいフィルムによって構成されていて、袋状とされており、この封入体２内には、前述の
ようにして高粘度の液体３を表面に付着された粒体１が封入されている。なお、封入体２
内に粒体１が一杯に詰め込まれることにより、外力が作用していない状態でも、封入体２
に張力が作用している状態となっている。
【００３９】
このクッション体においては、高粘度の液体３を表面に付着された粒体１が封入体２内に
封入されているので、従来の空気封入タイプのクッション体のように弾性率が高くなり過
ぎることがない。
【００４０】
また、高粘度の液体３を表面に付着されていることにより、粒体１がより高粘度の流動体
に類似した挙動を示し、従来の液体封入タイプのクッション体と同様に、人体等に押圧さ
れた際、その押圧された部分のみならず、全体に均一に圧力が高くなり、押圧された部分
の近傍がクッション体側から人体等の押圧物に接触し、人体等の押圧物がクッション体全
体で支持される。したがって、ベッド、マットレス、枕、クッション等のように人体に対
してクッション機能を果たす目的で用いられるクッション体に用いた場合は、人体がクッ
ション体全体で支持されて、心地良く支持される。そして、ベッドやマットレスに用いた
場合には、寝たきりの人でも床ずれが生じにくくなる。
【００４１】
また、前述のように、押圧された際、その押圧された部分のみならず、全体に均一に圧力
が高くなるので、シール材として用いた場合には、押圧されなかった部分の近傍もクッシ
ョン体の側から被シール材に接触するようになるため、被シール材に対して局部的に接触
せず、クッション体が均一な圧力で全体的に接触するようになり、優れたシール性能を得
ることができる。したがって、例えば、自動車のドアシール材、建物のシール材等にも好
適である。
【００４２】
　また、粒体１間に空間 が形成される上、粒体１自体も見掛け比重が小さいので、重量
が軽くなる。
【００４３】
また、高粘度の液体３を表面に付着された粒体１は、水等の低粘度の液体のように大きく
流動して揺れることがない。したがって、ベッド、マットレス、布団、座布団、枕、クッ
ション等のように人体に対してクッション機能を果たす目的で用いられるクッション体に
用いても、人体に不快感を与えることがなく、特にウォーターベッドに用いた場合は従来
問題となっていた液体（水）の揺れによる船酔い現象を防止することができる。
【００４４】
また、粒体１間に空間が形成される上、粒体１自体も内部に空気を多く含む多孔質の材料
から構成されているので、断熱性が非常に高く、冷たく感じることがない。
【００４５】
また、押圧された際、その押圧された部分のみならず、全体に均一に圧力が高くなり、荷
重を全体で支持するので、ヘタリ難い。
【００４６】
また、高粘度の液体３を表面に付着された粒体１は形状保持性が高いため、封入体２の内
部に補強壁、補強リブ等を多数設ける等の必要がなく、製造コストを安価にすることがで
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きる（ただし、本発明においても、封入体２の内部に補強壁、補強リブ等を設けてもよい
）。
【００４７】
また、粒体１間に空間が形成される上、粒体１自体も内部に空気を多く含む多孔質の材料
から構成されているので、防音作用および断熱作用を果たすため、このクッション体は、
ベッド、マットレス、枕、クッション等のクッション材や、シール材としてのみならず、
防音材、断熱材等としても使用できる。
【００４８】
また、本実施例では、封入体２が弾力性があるフィルムによって構成されているので、粒
体１の形状変化に追従して伸張できるとともに、徐荷されたときに収縮してクッション体
全体の形状を元の形状に復帰させる形状復元機能を果たす。特に、外力が作用していない
状態でも、封入体２に張力が作用している状態となっているので、前記形状復元機能はよ
り一層高くなっている。
【００４９】
さらに、封入体２が透湿性の小さいフィルムによって構成されているので、高粘度の液体
３として水を含む液体を使用する場合も、水が外部に蒸散しないようにすることができる
。
【００５０】
　図 は本発明の他の実施例における粒体１を模式的に示す拡大断面図である。この実施
例においては、粒体１として、プラスチックのマイクロバルーン、シラスバルーン等の中
空の粒体が使用されている。他の構成は前記実施例と同様である。本実施例においても前
記実施例と同様の作用効果を得ることができる。
【００５１】
【発明の効果】
以上のように本発明によるクッション体は、
（ａ）従来の空気封入タイプのクッション体のように弾性率が高くなり過ぎることがない
、
（ｂ）人体等に押圧された際、その押圧された部分のみならず、全体に均一に圧力が高く
なり、押圧された部分の近傍がクッション体側から人体等の押圧物に接触し、人体等の押
圧物がクッション体全体で支持される。したがって、ベッド、マットレス、枕、クッショ
ン等のように人体に対してクッション機能を果たす目的で用いられるクッション体に用い
た場合は、人体がクッション体全体で支持されて、心地良く支持される。そして、ベッド
やマットレスに用いた場合には、寝たきりの人でも床ずれが生じにくくなる、
（ｃ）前述のように押圧された際、その押圧された部分のみならず、全体に均一に圧力が
高くなるので、シール材として用いた場合には、押圧されなかった部分の近傍もクッショ
ン体の側から被シール材に接触するようになるため、被シール材に対して局部的に接触せ
ず、クッション体が均一な圧力で全体的に接触するようになり、優れたシール性能を得る
ことができる、
（ｄ）重量を軽くできる、
（ｅ）封入体内で内容物（高粘度の液体を表面に付着された粒体）が揺れて不快感を与え
ることがない、
（ｆ）断熱性を有し、冷たく感じることがない、
（ｇ）ヘタリ難い、
（ｈ）封入体の内部に補強壁、補強リブ等を多数設ける等の必要がなく、製造コストを安
価にすることができる、
（ｉ）防音作用および断熱作用をも果たす、
等の優れた効果を得られるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるクッション体の一実施例を模式的に示す断面図である。
【図２】前記実施例における粒体を模式的に示す拡大断面図である。
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【図３】本発明の他の実施例における粒体を模式的に示す拡大断面図である。
【符号の説明】
１　　粒体
２　　封入体
３　　高粘度の液体

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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